
 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条例の

整理に関する条例をここに公布する。  

平成２７年３月２７日 

瀬戸市長  増 岡 錦 也  

瀬戸市条例第２号  

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う関係条

例の整理に関する条例  

（瀬戸市旅費条例の一部改正）  

第１条 瀬戸市旅費条例（昭和２６年瀬戸市条例第３２号）の一部を次の

ように改正する。  

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（外国旅行の旅費） （外国旅行の旅費） 

第２０条 本邦と外国との間における旅行及び外

国における旅行について支給する旅費の額は、

市長、副市長、教育長及び固定資産評価員にあ

っては国家公務員等の旅費に関する法律（昭和

２５年法律第１１４号。以下「旅費法」とい

う。）第３章の規定により１０級の職にある者

に支給される旅費相当額と、消防長、部長、会

計管理者、課長、課長補佐及びこれらに相当す

る職にある者にあっては旅費法第３章の規定に

より６級の職にある者に支給される旅費相当額

と、その他の職員にあっては旅費法第３章の規

定により４級の職にある者に支給される旅費相

当額とする。 

（随行旅費） 

第２０条 本邦と外国との間における旅行及び外

国における旅行について支給する旅費の額は、

市長、副市長及び固定資産評価員にあっては国

家公務員等の旅費に関する法律（昭和２５年法

律第１１４号。以下「旅費法」という。）第３

章の規定により１０級の職にある者に支給され

る旅費相当額と、消防長、部長、会計管理者、

課長、課長補佐及びこれらに相当する職にある

者にあっては旅費法第３章の規定により６級の

職にある者に支給される旅費相当額と、その他

の職員にあっては旅費法第３章の規定により４

級の職にある者に支給される旅費相当額とす

る。 

 （随行旅費） 

第２２条 職員が市長、副市長、教育長、市議会

議員又は地方自治法（昭和２２年法律第６７

第２２条 職員が市長、副市長、市議会議員又は

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０



 

号）第２０３条の２第１項に掲げる者の随行と

して旅行した場合は、これらと同額の旅費を支

給することができる。 

３条の２第１項に掲げる者の随行として旅行し

た場合は、これらと同額の旅費を支給すること

ができる。 

別表（第１６条、第１７条関係） 別表（第１６条、第１７条関係） 

区分 宿泊料 

（１夜につき） 

食卓料 

（１夜につき） 

 

市長、副市長、教育

長、固定資産評価員 

円 

１５，０００ 

円 

２，４００ 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 
 

区分 宿泊料 

（１夜につき） 

食卓料 

（１夜につき） 

 

市長、副市長、固

定資産評価員 

円 

１５，０００ 

円 

２，４００ 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 
   

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正） 

第２条  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３６年瀬戸市条例第２号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

区分 支給単位 報酬の額 

⑴ 教育委員会委員 

 

月額 ３６，９００円 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 
 

区分 支給単位 報酬の額 

⑴ 教育

委員会 

委員長 月額 ３８，８００円 

委員 月額 ３６，９００円 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 
 

  

（特別職の職員の給与に関する条例の一部改正）  

第３条  特別職の職員の給与に関する条例（昭和３６年瀬戸市条例第３

号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（目的及び適用範囲）  （目的及び適用範囲） 



 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２０４条第３項の規定に基づ

き、次に掲げる常勤の特別職に属する職員（以

下「特別職の職員」という。）の給与に関し必

要な事項を定めることを目的とする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２０４条第３項の規定に基づ

き、次に掲げる常勤の特別職に属する職員（以

下「特別職の職員」という。）の給与に関し必

要な事項を定めることを目的とする。 

 ⑴及び⑵ ＜省略＞  ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

 ⑶ 教育長   

 ⑷ 固定資産評価員  ⑶ 固定資産評価員 

 （重複給与の禁止）  （重複給与の禁止） 

第６条 副市長、教育長又は一般職に属する常勤

の職員が固定資産評価員を兼ねるときは、固定

資産評価員として受けるべき給与は支給しな

い。 

第６条 副市長又は一般職に属する常勤の職員が

固定資産評価員を兼ねるときは、固定資産評価

員として受けるべき給与は支給しない。 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

職名 給料月額 

＜省略＞ ＜省略＞ 

副市長 ８１１，０００ 

教育長 ７２１，０００ 

＜省略＞ ＜省略＞ 
 

職名 給料月額 

＜省略＞ ＜省略＞ 

副市長 ８１１，０００ 

＜省略＞ ＜省略＞ 
 

  

（瀬戸市議会委員会条例の一部改正）  

第４条 瀬戸市議会委員会条例（昭和４１年瀬戸市条例第４号）の一部を

次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （出席説明の要求）  （出席説明の要求） 

第１８条 委員会は、審査または調査のため、市

長、教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委

員会の委員長、農業委員会の会長および監査委

員その他法律に基づく委員会の代表者または委

員ならびにその委任または嘱託を受けた者に対

第１８条 委員会は、審査または調査のため、市

長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委

員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長

および監査委員その他法律に基づく委員会の代

表者または委員ならびにその委任または嘱託を



 

し、説明のため出席を求めようとするときは議

長を経てしなければならない。 

受けた者に対し、説明のため出席を求めようと

するときは議長を経てしなければならない。 
  

（瀬戸市特別職報酬等審議会条例の一部改正）  

第５条  瀬戸市特別職報酬等審議会条例（昭和４１年瀬戸市条例第１６

号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （目的）  （目的） 

第１条 この条例は、市議会議員の議員報酬並び

に市長、副市長及び教育長の給与（以下「特別

職の報酬等」という。）の額について公正を期

することを目的とする。 

第１条 この条例は、市議会議員の議員報酬並び

に市長及び副市長の給与（以下「特別職の報酬

等」という。）の額について公正を期すること

を目的とする。 

（組織）  （組織） 

第４条 ＜省略＞ 第４条 ＜省略＞ 

２ 委員は、瀬戸市の地域内の公共的団体等の代

表者及び住民のうちから、必要の都度市長が任

命する。 

２ 委員は、瀬戸市の地域内の公共的団体等の代

表者および住民のうちから、必要のつど市長が

任命する。 

（委員の任期）  （委員の任期） 

第５条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終

え答申を行った日までとし、その翌日をもって

解任されたものとする。 

第５条 委員の任期は、当該諮問にかかる審議が

終え答申を行なった日までとし、その翌日をも

って解任されたものとする。 

（職務権限）  （職務権限） 

第６条 審議会は、次の各号に掲げる事務を行

う。 

第６条 審議会は、次の各号に掲げる事務を行な

う。 

⑴ 市長の諮問に応じて特別職の報酬等の額に

関して、その額が適正であるかどうかを調査

及び審議を行うこと。 

⑴ 市長の諮問に応じて特別職の報酬等の額に

関して、その額が適正であるかどうかを調査

および審議を行なうこと。 

 ⑵ 市長に対して審議の答申を行うこと。 ⑵ 市長に対して審議の答申を行なうこと。 

 （会長）  （会長） 

第７条 ＜省略＞ 第７条 ＜省略＞ 



 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたと

きは、あらかじめ会長の指定する委員がその職

務を代理する。 

３ 会長に事故があるとき、または会長が欠けた

ときは、あらかじめ会長の指定する委員がその

職務を代理する。 
  

（瀬戸市教育委員会委員の定数を定める条例の一部改正）  

第６条 瀬戸市教育委員会委員の定数を定める条例（平成２０年瀬戸市条

例第２８号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第３条ただし書の規定

に基づき、瀬戸市教育委員会委員の定数を６人と

する。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第３条ただし書の規定

に基づき、瀬戸市教育委員会委員の定数を７人と

する。 
  

（瀬戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例の廃止）  

第７条 瀬戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和３６年瀬戸

市条例第５号）は、廃止する。  

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部

を改正する法律（平成２６年法律第７６号）附則第２条の規定により、

なお従前の例により在職するものとされた教育長のその任期中において

は、改正後の瀬戸市旅費条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例、特別職の職員の給与に関する条例、瀬戸市議会

委員会条例、瀬戸市特別職報酬等審議会条例及び瀬戸市教育委員会委員



 

の定数を定める条例の規定は適用せず、改正前の瀬戸市旅費条例、特別

職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、特別職の職

員の給与に関する条例、瀬戸市議会委員会条例、瀬戸市特別職報酬等審

議会条例及び瀬戸市教育委員会委員の定数を定める条例の規定並びに廃

止する瀬戸市教育委員会教育長の給与等に関する条例は、なおその効力

を有する。  

 


